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第1章 総則 
 

 

第1条（利用規約の適用） 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社（以下「当社」といいます。）は、シャナインサービス（以下「本

サービス」といいます。）に関して、シャナインサービス利用規約（以下「本規約」といいます。）を定め、

本サービスの利用に係る契約に適用するものとします。 

2  当社は、本規約のほかに、必要に応じて、申込者または契約者と合意のうえ、特約（以下「特約」といい

ます。）を定める場合があります。なお、本規約と特約の定めが異なるときは、その異なる部分については

特約の定めが本規約の定めに優先して適用されるものとします。 

 

 

第2条（定義） 

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

用語 意味 

サービスグループ 本サービスの契約の単位。詳細は、別紙 1 本サービスの内容（以下「別紙 1」

といいます。） 2.提供内容に定めるとおりとします。 

利用契約 本規約等に基づき、サービスグループごとに締結される、本サービスの利用に

係る契約。 

新規申込 当社へ本サービスの新規利用を申込むこと。 

申込書（新規） 新規申込をするときに用いる当社所定の申込書。 

変更申込 当社へ利用契約の内容について変更を申込むこと。 

申込書（変更） 変更申込をするときに用いる当社所定の申込書。 

解約申込 当社へ利用契約の解約を申込むこと。 

申込書（解約） 解約申込をするときに用いる当社所定の申込書。 

各種申込 新規申込、変更申込および解約申込の総称。 

各種申込書 申込書（新規）、申込書（変更）および申込書（解約）の総称。 

申込承諾通知 当社が、各種申込を承諾したときに行う当社所定の通知。 

本規約等 本規約、特約、各種申込書その他の本サービスに係る条件を定めた書面（電子

ファイルを含みます。）の総称。 

関連資料 当社が提供する、本サービスに関連する資料。 

変更契約 本規約等に基づき締結される、利用契約の内容の変更に係る契約。変更契約が

締結された場合、変更対象の利用契約は変更契約の内容に従って変更されま

す。 

サービス利用開始希望

日 

新規申込時に申込者が希望する当該申込書（新規）にて取り扱う本サービスの

サービスグループについて、申込者が希望する利用を開始する日。申込者が希

望する、サービスグループの利用を開始する日。 

サービス利用開始日 当社がサービス利用開始希望日に基づき定める、申込書（新規）に対する申込

承諾通知にて通知する、当該申込書（新規）にて取り扱う本サービスの当社が

定める、サービスグループの利用開始が可能となる日。 

変更希望日 申込者が希望する利用契約を変更する日。 

変更日 申込書（変更）に対して当社が申込承諾通知を発信することにより利用契約が

変更される日。 

解約希望日 申込者が希望する利用契約を解約する日。 

解約日 申込書（解約）に基づき利用契約が解約される日。 

サービスメニュー 本サービスを構成する各サービスおよび各サービスに係るオプションサービ

ス等の総称。サービスグループにおける利用単位。申込者が申込書（新規）ま

たは申込書（変更）にて利用を希望するサービスメニューを選択します。なお、

詳細については、別紙 1 2.提供内容に定めるとおりとします。 
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申込者 本規約等に基づき当社に各種申込を行う法人。なお、契約者であっても、各種

申込に係る条項においては、「申込者」と記載します。 

契約者 本規約等に基づき当社と利用契約を締結し、当社から本サービスの利用の許諾

を受けた法人。なお、本規約の条項の性質上、利用契約の締結に至らなかった

申込者にも適用すべき条項については、「契約者」に当該申込者も含まれるも

のとします。 

管理責任者 契約者の役員または従業員であって、本サービスのサービスグループの各種申

込、利用、利用料金の支払その他の利用契約本サービスに関する事項について

管理責任を負う者。 

連絡先担当者 契約者の役員または従業員であって、利用契約本サービスの利用（本サービス

の利用料金に係るものを除きます。）に関して当社との連絡窓口となる者。 

請求先担当者 契約者の役員または従業員であって、本サービスの利用料金の請求および支払

に関して当社との連絡窓口となる者。 

利用者 契約者より指定または許諾を受けて本サービスを利用する者。 

契約者等設備 本サービスを利用するため、契約者または利用者が設置しまたは借り受ける電

気通信回線、コンピュータ等の機器、電気通信設備その他の設備（建物を含み

ます。）、およびソフトウェア。 

本サービス用設備 本サービスを提供するため、当社が設置しまたは借り受ける電気通信回線、コ

ンピュータ等の機器、および電気通信設備その他の設備（建物を含みます。）、

ならびに本サービスを提供するため、当社が使用するおよびソフトウェアおよ

びサービス。 

クライアント端末用ア

プリケーション 

本サービスにおいて利用される場合のある、当社が提供するクライアント端末

用アプリケーション。 

契約者作成情報 契約者が、本サービスを利用するために作成し、または第三者から取得した情

報。 

 

利用料金 契約者が選択するサービスメニューおよび支払単位に応じた当該利用契約の

利用料金。契約者が当社に支払う本サービス利用の対価。 

初期費用 契約者が当社に支払う本サービスの初期設定作業等の対価。選択するサービス

メニューおよび支払単位に応じた本サービスの当該利用契約の初期設定等の

費用。 

消費税等相当額 消費税、地方消費税その他の契約者が支払に際して負担すべき公租公課の額。

消費税等相当額に 1 円未満の端数がある場合、当該端数は切り捨てるものとし

ます。 

利用料金等 利用料金とこれに対する消費税等相当額を合算した額。なお、初期費用が発生

した場合、その後最初に請求する利用料金に初期費用を加算するものとしま

す。 

支払単位 利用料金等の支払い単位。申込者が申込書（新規）または申込書（変更）にて

利用を希望する支払単位を選択します。なお、詳細については、別紙 2 支払単

位（以下「別紙 2」といいます。） 1.支払単位に定めるとおりとします。 

提携先 本サービスの営業、販売等に関する当社の業務提携先企業。 

知的財産権 特許権、実用新案権、意匠権（これらを受ける権利を含みます。）、商標権、ノ

ウハウに係る権利、著作権その他の法令に規定する知的財産権。  

営業日 当社の営業日。土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める祝日等の休

日、年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日）、その他当社が別途通知する日

は休業日となります。なお、他の条項において、これと異なる定めがある場合、

当該定めを優先します。 

 

 

第3条（通知） 

当社から申込者または契約者への通知は、当社が適切と判断する方法（電子メール、書面の送付等を含
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みます。）により行います。 

2  前項の通知は、当社が発信した時点から効力を生じるものとします。 

 

第4条（本規約等の変更） 

当社は、契約者の承諾を別途要することなく、自己の裁量により本規約等を変更することができるもの

とします。なお、本規約等を変更する場合、当社は、申込者または契約者に対して、変更後の本規約等の内

容および変更日その他当社が必要と認める事項を、当該変更の日の2週間前までに通知するものとします。

ただし、緊急またはやむを得ない事情がある場合、当社は、契約者の承諾を別途要することなく、自己の裁

量により当該通知の予告期間を短縮できるものとします。 

2  本規約等の変更の日より前に締結された利用契約および変更契約は、変更の日をもって、変更後の本規

約等を適用するものとします。 

3  契約者が本規約等の変更について不服がある場合、利用契約を解約することができます。この際、契約

者は、変更後の本規約が適用された日から 10 営業日以内に第 14 条（契約者からの利用契約の解約）に準

じて解約手続きを行うものとします。この場合、当該契約者には解約日まで変更前の本規約等が引き続き

適用されるものとします。 

 

 

 

第2章 利用契約 
 

 

第5条（利用契約の締結等） 

利用契約は、申込者が、申込書（新規）を当社に提出することにより新規申込を行い、当社がこれに対し

て、申込承諾通知を発信したときに成立するものとします。なお、申込者は本規約等の内容を承諾のうえ、

新規申込を行うものとし、申込者が新規申込を行った時点で、当社は、申込者が本規約等の内容を承諾し

ているものとみなします。 

2  申込者は、新規申込の際、申込書（新規）上の必要な事項を漏れなく正確に記入するとともに、正当な権

限を有する者による記名押印をする必要があります。 

3  変更契約は、申込者が、申込書（変更）を当社に提出することにより変更申込を行い、当社がこれに対し

て、申込承諾通知を発信したときに成立するものとします。なお、第 1 項なお書きから前項の規定は、変

更申込に適用するものとします。 

4  当社は、次の各号のいずれかに該当するとき、新規申込または変更申込を承諾しないことがあります。 

(1) 申込者が、本規約等の内容を承諾していないことが判明したとき 

(2) 申込者が、過去に、債務の不履行、利用契約の違反等の事由により、利用契約を解除されたことがある

とき 

(3) 申込者が、将来に、債務の不履行、利用契約の違反等の蓋然性が高いと当社が判断したとき 

(4) 申込者が、第 40 条（反社会的勢力の排除）の規定に違反したとき 

(5) 申込書（新規）または申込書（変更）その他の当社に提出する書面等に、不正確な内容または虚偽の内

容があったとき 

(6) 新規申込または変更申込の内容を実現することが困難と当社が判断したとき 

(7) 前各号のほか、申込者からの申込が不適当と当社が判断したとき 

5  当社は、新規申込または変更申込を承諾しない場合、その旨を申込者に通知するものとします。 

6  申込者は、当社が申込承諾通知を発信するまでの間、当社所定の方法により当社に通知することにより、

一切の負担を要することなく、新規申込または変更申込をいつでも撤回することができるものとします。 

 

 

第6条（サービスメニュー） 

契約者は、サービスメニューを追加、変更または削除する場合、変更申込を行うものとします。なお、当

該変更申込は前条（利用契約の締結等）第 3 項の規定に従うものとします。 

2  前項の変更申込によりサービスメニューを追加、変更または削除した場合の利用料金の取り扱いは、別

紙 2 4.追加、変更または削除したサービスメニューの利用料金に定めるとおりとします。 
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第7条（契約期間およびサービス利用開始までの手続等） 

利用契約の契約期間は、別紙 2 2.契約期間に定めるとおりとします。 

2  当社は、申込書（新規）または申込書（変更）にて利用を申込まれたサービスメニューの提供が可能にな

った段階で、利用開始日または変更開始日を記載した申込承諾通知を発信するものとします。 

3  契約者は、自己の責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要な準備を行うものとしま

す。 

 

 

第8条（申込者にかかわる内容の変更） 

申込者は、自己の商号または名称、本店所在地または住所、連絡先その他申込書（新規）に記載の申込者

に係る事項に変更がある場合、速やかに、当社の指定する方法により当該変更の内容を通知するものとし

ます。 

 

 

第9条（管理責任者、連絡先担当者、請求先担当者） 

申込者は、新規申込に際し、管理責任者を 1 名、連絡先担当者を 1名および請求先担当者を 1名定め（同

一人物が管理責任者、連絡先担当者および請求先担当者を兼任することも可能です。）、当社へ通知し、利

用契約に係る債務が消滅するまで、これらの者を継続して配置するものとします。 

2  連絡先担当者および請求先担当者は、当社から通知された内容を管理責任者に速やかに伝達するものと

します。 

3  申込者は、管理責任者、連絡先担当者または請求先担当者に変更がある場合、速やかに、当社の指定する

方法により当該変更の内容を通知するものとします。 契約者は、本規約等に定める諸条件のうち、管理

責任者、連絡先担当者または請求先担当者がそれぞれ遵守すべき事項を、これらの者に遵守させるものと

します。 

 

 

第10条（本サービスの利用の制限） 

当社は、利用者のサービス利用に起因もしくは関連して本サービスの運営に支障が生じた場合、または

支障を生じるおそれがあると判断した場合、契約者への通知および契約者の承諾を別途要することなく、

当社の裁量により、本サービスの利用を制限することがあります。 

 

 

第11条（本サービスの提供の一時的な中断） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知または契約者の承諾を別途要する

ことなく、自己の裁量により本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断することがあります。 

(1) 本サービス用設備に係る、事故、破損、故障、不具合、不通、不良、不作動、動作遅延等（以下、これ

らを「障害」といいます。）、第三者からの警告等により、緊急に、保守、点検、工事、改修、バージョ

ンアップ、権利関係の確認等を行う場合 

(2) 本サービスを提供するために必要な電気通信事業者、電気事業者その他の第三者が提供するサービス

が当社への事前の通知等なく中断した場合 

(3) 運用上または技術上等のやむを得ない理由により、緊急に中断すべき事由が生じた場合 

(4) 前各号のほか、天災地変等当社の責めに帰すことができない事由により、本サービスを提供すること

が困難な場合 

2  当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者へ事前に通知のうえ、本サービスの全部または一

部の提供を一時的に中断することがあります。 

(1) 本サービス用設備に係る、定期的または不定期的であるが事前の通知が可能な、保守、点検、工事、改

修、バージョンアップ、権利関係の確認等を行う場合 

(2) 本サービスを提供するために必要な電気通信事業者、電気事業者その他の第三者が提供するサービス

が将来において中断する旨の連絡を当社が受けた場合 

(3) 前各号のほか、運用上または技術上等のやむを得ない理由により、将来において中断すべき事由が生
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じた場合 

3  第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は、契約者に対して、第 1 項の場合は把握しうる範囲での中

断解消時期を、第 2 項の場合は中断開始時期および中断解消時期を、速やかに通知するものとします。 

 

 

第12条(本サービスの提供停止) 

当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知または催告を要するこ

となく、本サービスの全部または一部の提供を停止し、当該事由が解消するまでの間、当該停止を継続す

ることがあります。 

(1) 契約者が第 15 条（当社からの利用契約の解除）第 1項各号または第 2 項各号のいずれかに該当する場

合 

(2) 契約者が第 29 条（禁止事項）第 1項各号のいずれかの行為をした場合 

(3) 前各号のほか、契約者の責めに帰すべき事由により当社による本サービスの提供に支障が生じた場合 

 

 

第13条（本サービスの廃止） 

当社は、契約者の承諾を別途要することなく、自己の裁量により本サービスの全部または一部を廃止す

ることができるものとします。この場合、当社は、契約者に対して、本サービスを廃止する日の 6 ヶ月前

までに、書面によりその旨を通知するものとします。ただし、緊急またはやむを得ない事情がある場合、当

社は、契約者の承諾を別途要することなく、自己の裁量により当該通知の予告期間を短縮することができ

るものとします。 

2  前項の規定により、本サービスの全部を廃止する場合、または本サービスの一部を廃止することにより

契約者が利用する全てのサービスメニューの提供を継続することが困難と当社が判断した場合、利用契約

は、前項の書面に記載した本サービスの廃止日をもって自動的に解約となります。 

 

 

第14条（契約者からの利用契約の解約） 

契約者は、当社に対して、解約希望日の 10 営業日前までに、申込書（解約）が当社に到達するように解

約申込を行うことにより、当該申込書（解約）に記載した解約希望日を解約日として利用契約を解約する

ことができるものとします。なお、申込書（解約）に解約希望日の記載のない場合、または申込書（解約）

の到達日から解約希望日までの期間が 10 営業日未満の場合、契約者は、当該申込書（解約）が当社に到達

した日より 10 営業日後を解約日として利用契約を解約することができるものとみなします。 

 

 

第15条（当社からの利用契約の解除） 

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知または催告を

要することなく、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 

(1) 支払停止または支払不能となった場合 

(2) 手形または小切手が不渡りとなった場合 

(3) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあった場合、または、租税滞納処分を受けた場合 

(4) 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類似

する倒産手続開始の申し立てがあった場合、または、清算に入った場合 

(5) 監督官庁から営業許可の取消、停止、もしくは営業登録の取消処分等の処分を受けた場合、または、転

廃業しようとした場合 

(6) 解散、合併、分割、減資、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡等の決議をしようとした場合、

または契約者に係る経営の実質的な支配権の変更が生じた場合 

(7) 第 40 条（反社会的勢力の排除）第 1 項または第 2 項の規定に違反した場合 

(8) 前各号のほか、契約者の信用状態に重大な変化が生じた場合 

(9) 利用契約を継続しがたい重大な背信行為をした場合 

2  当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当し、当社が催告した日から 30 日を経過してもなお係る状態

が継続する場合、利用契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。 

(1) 正当な理由なく、本規約等に定める債務を本規約等に定める条件に従って履行しない場合 
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(2) 正当な理由なく、本規約等に定める債務の履行が遅滞または不能となった場合 

(3) 本規約等に定める禁止事項に該当する行為をした場合 

(4) 前各号のほか、本規約等の定めに違反した場合 

3  当社は、第 12 条（本サービスの提供停止）第 1項に基づき本サービスの提供を停止し、当該停止の日か

ら 30 日を経過してもなおその停止の原因となった事由が解消されない場合（本条第 1 項各号のいずれかに

該当する場合、第 1 項の規定が適用されます。）、契約者への事前の通知または契約者の承諾を別途要する

ことなく、自己の裁量により利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 

 

 

第16条（契約終了後の処理） 

契約者は、利用契約が終了した場合、当該利用契約にて取り扱う本サービスの利用にあたって当社から

提供されたソフトウェア、電子データおよび関連資料等（これらの全部または一部の複製物および改変物

を含みます。）を、自己の責任と費用負担において直ちに当社に返還、廃棄または消去する等の処置を行い、

一切保存しないものとします。 

 

 

 

第3章 サービス 
 

 

第17条（本サービスの内容） 

本サービスおよび本サービスに関して当社が提供するサポートサービスの内容は、別紙 1 に定めるとお

りとします。 

2  本サービスを利用する際の操作方法等は、当社が別途提示する各種マニュアルに記載のとおりとします。 

3  別紙 1 または当社が別途提示する各種マニュアルと現に提供されている本サービスとの間に差異がある

場合、現に提供されている本サービスが優先されるものとします。 

4 当社は、本サービスの内容の変更を伴わないと判断した場合、契約者への事前の通知または契約者の承諾

を別途要することなく、自己の裁量により各種マニュアルの内容を変更（追加および削除を含みます。）す

ることができるものとします。 

 

 

第18条（契約者作成情報の取り扱い） 

契約者は、契約者作成情報を自己の責任と費用負担において準備し、管理および保存するものとします。 

2  当社は、本サービスを提供するために必要な目的に限り、契約者への事前の通知または契約者の承諾を

別途要することなく、自己の裁量により契約者作成情報を使用、複製、改変および第三者へこれらの権利

を許諾（以下 「使用等」といいます。）することができるものとし、契約者は、当社が使用等するために必

要な措置を講じるものとします。 

3  当社は、利用契約が終了した場合、契約者への事前の通知または契約者の承諾を別途要することなく、

自己の裁量により当該利用契約にて取り扱う本サービスの契約者作成情報その他本サービス上の契約者に

係る一切の情報を消去することができるものとします。 

 

 

第19条（再委託） 

当社は、契約者への事前の通知または契約者の承諾を別途要することなく、自己の裁量により本サービ

スの提供に関して必要となる業務の全部または一部を第三者に再委託（以下当該第三者を「再委託先」と

いいます。）することができるものとします。 

2  当社は、本規約等に別に定める場合を除き、契約者への事前の通知または契約者の承諾を別途要するこ

となく、自己の裁量により、再委託先に対して、当社が契約者から許諾された権利を許諾することができ

るものとします。 
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第4章 利用料金 
 

 

第20条（利用料金） 

利用料金および初期費用は、当社または提携先が提示する見積書等の料金表（以下「料金表」といいま

す。）によります。 

2  当社は、本サービスの内容を変更（追加および削除を含みます。）した場合、または当社が必要と判断し

た場合、料金表を改定することができるものとします。この場合、当社または提携先は、契約者に対して、

当該改定日の 1 ヶ月前までに改定後の料金表を記載した見積書等を提示するものとし、改定日が属する月

の翌月（改定日が月の初日の場合は改定日が属する月とします。）より改定した料金表を適用するものとし

ます。 

3  当社は、契約者がサービスメニューを追加、変更または削除する場合、料金表を改定することができる

ものとします。この場合、当社または提携先は、契約者に対して、契約者が変更申込を行う前までに改定後

の料金表を記載した見積書等を提示するものとし、改定日が属する月の翌月（改定日が月の初日の場合は

改定日が属する月とします。）より改定した料金表を適用するものとします。 

 

 

第21条（利用料金等の請求） 

利用料金等の算定および請求方法については、別紙 2 3.利用料金等の算定および請求に定めるとおり

とします。 

 

 

第22条（利用料金等の支払方法） 

契約者は、利用料金等を、次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。 

(1) 請求書払いにより利用料金等を支払う場合、当社からの支払請求書の発行日の属する月の翌月末日ま

でに、利用料金等を当社が指定する金融機関の口座に円貨にて現金一括で振り込むことにより支払う

ものとします。 

(2) その他当社または提携先が指定する方法により利用料金等を支払う場合、当社または提携先が指定す

る期日までに、当該方法にて支払うものとします。 

2  契約者は、前項の金融機関との間で生じた紛争に関しては、自己の責任と費用負担において解決するも

のとし、当該紛争に起因または関連して、契約者または第三者が不利益または損害を被った場合であって

も、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

 

 

第5章 契約者の義務等 
 

 

第23条（契約者の義務） 

当社は、利用者の行為は契約者の行為とみなし、契約者は、当社に対して利用者の行為について一切の

責任を負うものとします。 

2  契約者は、自己の責めに帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合、当該損害（弁護士費

用その他これに準じる費用を含みます。）を当社または第三者に対して賠償するものとします。 

3  契約者は、本サービス上で利用者が送受信する情報（送信者、受信者、送信日時、送信内容、通話履歴等）

についてログを取得し利用すること、および当該ログの取得および利用に関する目的を利用者に対し明示

し、同意を得るものとします。また、契約者は、当該同意により許容される範囲または本サービスの安定

的運用および改善、セキュリティ運用その他の正当な目的がある場合であって、法令により許容される適

正な範囲に限り、契約者の責任において当該ログを利用できるものとします。 

4  契約者は、前項のログの利用にあたり、前項に準ずる範囲に限り、当社および再委託先も当該ログを利用
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できることについて、前項に準じ、利用者からの同意を得るものとします。 

5  契約者は、第 3 項のログの利用にあたり、当該ログの利用目的の特定および利用者に対する明示（社内

規程の整備等を含む）、ログの管理に係る規程等の整備、当該規程等の周知徹底およびログの利用状況に

関する監査又は確認の実施など、ログデータの安全管理のために必要な措置を講じるものとします。 

 

 

第24条（自己責任の原則） 

契約者による本サービスの選択、導入、利用および利用の結果に関しては契約者の責任とします。 

2  本サービスの利用（本サービスの利用により出力される画面、帳票、電子データおよびこれらを利用し

た結果も含みます。以下、同様とします。）にあたり、契約者と第三者との間においてクレーム等の請求そ

の他の紛争が生じた場合、契約者は、自己の責任と費用負担において当該紛争を処理および解決するもの

とします。なお、契約者内部におけるクレーム等の請求その他の紛争に関しても同様とします。 

3  本サービスの利用にあたり、契約者の責めに帰すべき事由により、当社と第三者との間においてクレー

ム等の請求その他の紛争が生じた場合、契約者は、当社に代わって、自己の責任と費用負担において当該

紛争を処理および解決するものとし、当社に対して一切の迷惑をかけないものとします。 

4  契約者が本サービスを利用したことに起因または関連して、契約者が、不利益または損害を被った場合

であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

 

第25条（契約者等設備の準備等） 

契約者は、自己の責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要な契約者等設備の準備、

設定および維持を実施するものとします。 

2  契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任と費用負担において、電気通信事業者等の電気

通信サービスを利用して契約者等設備をインターネットまたは当社の指定する電気通信回線設備に接続す

るものとします。 

 

 

第26条（ID・パスワードの管理） 

契約者は、当社が付与する ID およびパスワードを、利用者以外の者に開示、貸与または共有しないとと

もに、利用者以外の者に漏洩することのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を含みます。）するも

のとします。 

2  当社は、契約者に付与した ID およびパスワードによる本サービスの利用その他の行為は、すべて契約者

による行為とみなし、利用者以外の者が当該 ID およびパスワードを用いて本サービスを利用した場合であ

っても、契約者は当該利用に関する利用料金等の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、

当該行為により当社または第三者が損害を被った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。ただ

し、当社の故意または重過失により ID およびパスワードが利用者以外の者に利用された場合はこの限りで

はありません。 

 

 

第27条（利用料金等の支払） 

契約者は、第 11 条（本サービスの提供の一時的な中断）、第 12 条（本サービスの提供停止）その他の事

由により本サービスを利用することができない期間が生じた場合であっても、第 20 条（利用料金）の規定

に基づき利用料金等を支払うものとします。 

2  契約者は、利用契約の終了後においても、未払いの金銭債務がある場合、これを支払うものとし、完済さ

れるまでは、当該金銭債務は消滅しません。 

 

 

第28条（遅延利息の支払） 

契約者が、利用料金等その他の利用契約に基づく金銭債務を、第 22 条（利用料金等の支払方法）第 1 項

各号に定める期日（以下「支払約定期間」といいます。）が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、支払

約定期間満了の日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、支払を遅延している金額に対して年

14.6％の利率で計算した金額を遅延利息として支払うものとします。なお、その際、計算した遅延利息の
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額に 1 円未満の端数があるときは、その額は切り捨てるものとします。 

2  前項の遅延利息の支払方法等は第 22 条（利用料金等の支払方法）の規定に従うものとします。 

 

 

第29条（禁止事項） 

契約者は、本サービスの利用に関して、次の各号に掲げるいずれの行為も行わないものとします。 

(1) 当社または第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為 

(2) 本サービスにより利用しうる情報を不正に利用、改ざんまたは消去する行為 

(3) 利用者以外の第三者に本サービスを利用させる行為 

(4) 法令または公序良俗に違反する、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為 

(5) 第三者および当社を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

(6) わいせつ、ポルノまたは虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為 

(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

(8) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を第三者に送信または提供する行為 

(9) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、も

しくはそのおそれのあるメール（嫌がらせメール)を送信する行為 

(10) 当社に虚偽または不正確な情報（各種申込書、その他の書面の記載内容を含みます。）を通知、提供ま

たは申告する行為 

(11) 第三者の設備等もしくは本サービス用設備の利用に支障を与える行為、または与えるおそれのある行

為 

(12) 本サービスの機能解析、ソフトウェア、アプリケーションまたはシステムの構成分析、技術調査、改変

等、本サービスを利用する以外の目的により本サービスを利用する行為 

(13) 本サービスにおいて、当社が提供するコンテンツ、クライアント端末用アプリケーションおよび関連

資料を利用者以外の第三者に対して配布する行為 

(14) 本サービスにおいて、当社が提供するコンテンツ、クライアント端末用アプリケーションおよび関連

資料の第三者に対する販売、またはこれに類する行為 

(15) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為 

(16) 利用契約その他当社が提示する条件に違反しまたは違反するおそれのある行為 

(17) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為 

2  契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がな

されるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。 

3  当社は、契約者が提供または伝送する（契約者の利用とみなされる場合も含みます。）データや情報等が

第 1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、契約者への事前の通知または契約

者の承諾を別途要することなく、自己の裁量により当該情報を削除することができるものとします。ただ

し、当社は、契約者の行為または契約者が提供もしくは伝送する（契約者の利用とみなされる場合も含み

ます。）データや情報等を監視する義務を負うものではありません。 

4  第 1 項各号のいずれかに該当する行為に起因または関連して、契約者または第三者が不利益または損害

を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

 

 

第6章 当社の義務等 
 

 

第30条（善管注意義務） 

当社は、本サービスの利用期間中、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。 

 

 

第31条（本サービス利用のための環境維持） 

当社は、本サービス利用のための環境維持に努めるものとします。 

2  当社は、本サービス利用のための環境を維持するために必要と判断した場合に、契約者等設備、契約者
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作成情報等に関して、監査、監視、分析、調査等を実施する場合があります。 

 

 

第32条（本サービス用設備の障害等） 

当社は、本サービス用設備に関して障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知し、

遅滞なくその修理または復旧に努めるものとします。 

2  契約者および当社は、前項のほか、本サービスに障害が生じたことを発見したときは、それぞれ遅滞な

く相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでこれを講じるものとします。 

 

 

第33条（利用不能の料金の支払い） 

当社が本サービスを提供するに当たり、当社の責めに帰すべき事由により利用者が本サービスをまった

く利用することができない状態（以下「利用不能」といいます。）が、当社が認知してから 24 時間以上継続

した場合、当社は次項に規定する条件に基づき算出した額を、利用不能日数相当分の料金として計算し、

当社所定の方法により契約者へ返還します。 

2  利用不能日数相当分の料金は、利用不能を当社が認知した時刻から当該利用不能が解消されたことを当

社が認知した時刻までの利用不能の日数（24 時間未満は切り捨て）に基づき、1 ヶ月を 30 日として利用料

金を日割計算した額（小数点以下は切り捨て）およびこれに対する消費税等相当額とします。ただし、第

11 条（本サービスの提供の一時的な中断）に基づく本サービスの提供中断期間、第 12 条（本サービスの提

供停止）に基づき本サービスの提供停止期間、または、これらの期間は利用不能期間に算入されないもの

とします。 

3  契約者は、本条に規定するほか利用不能に関して、第 36 条（損害賠償の制限）に定める契約者の権利そ

の他利用不能に起因または関連する損害賠償請求その他の金銭請求権を行使することはできません。 

 

 

 

第7章 秘密情報等の取り扱い 
 

 

第34条（秘密情報の取り扱い） 

契約者および当社は、本サービスの利用または提供において知り得た、次の各号のいずれかに該当する

相手方の情報（以下「秘密情報」といいます。）を秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得

ることなく、いかなる第三者にも開示または漏洩しないものとします。 

(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、写真、フィルム、その他関係資料等の書面または電子媒体

により開示される情報 

(2) 秘密である旨を告知された上で、口頭、その他書面または電子媒体以外の方法により開示された情報

であって、当該開示後 10 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により相手方に通

知されるもの 

2  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報として取り扱わな

いものとします。 

(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報 

(2) 開示を受けた後、開示を受けた当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 

(3) 開示を受けた時点で開示を受けた当事者が既に保有している情報 

(4) 秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報 

(5) 開示された情報によらず、開示を受けた当事者が独自に開発した情報 

(6) 開示をする当事者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報 

3  第 1 項の規定にかかわらず、契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報のうち法令の定めに

基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または

当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に違

反しない限り、事前に開示する旨を相手方に通知するものとし、事前に通知することができない場合は開

示後速やかにこれを行うものとします。 
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4  契約者および当社は、本サービスを利用または提供する目的の範囲内に限り、相手方から開示された秘

密情報を使用、複製および改変（以下これらを「複製等」といいます。）することができるものとします。

この場合、契約者および当社は、当該複製等された秘密情報に関しても、秘密情報として取り扱うものと

します。 

5  第 1 項の規定にかかわらず、当社は、本サービスを提供するために必要な範囲内に限り、契約者への事

前の通知または契約者の承諾を別途要することなく、自己の裁量により、再委託先に対して、契約者から

開示された秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は、再委託先に対して、本条の

規定に基づき当社が負うべき義務と同等の義務を負わせるものとします。 

6  契約者および当社は、利用契約が不成立となったとき、利用契約が終了したとき、または相手方の要請

があったとき、相手方から開示された秘密情報（複製等された秘密情報を含みます。）を直ちに相手方に返

還、廃棄または消去する等の処置を行い、一切保存しないものとします。 

7  契約者および当社は、本条の規定を遵守するために必要となる措置を講じるものとします。 

8  本条の規定は、利用契約の終了日の翌日から 3年間はなお有効に存続するものとします。 

 

 

第35条（個人情報等の取り扱い） 

契約者は、当社に提供する個人情報（個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に規定する「個人情報」

をいいます。以下同じとします。）は、個人情報の保護に関する法律等の法令およびガイドライン等に従っ

て適正に取得したものであることを確約するものとします。  

2  契約者は、当社が契約者から提供された個人情報を次の各号に掲げる目的で利用すること、および再委

託先または提携先に委託することを承諾するものとします。 

(1) 本サービスの運営のため、および、本サービスの運営にあたり再委託先または提携先に委託した業務

を実施させるため 

(2) 本サービス用設備その他の本サービスに関連する設備やシステム等の開発、運用、維持、改善、管理

のため 

(3) 本サービスまたはこれに関連する各種申込、社内審査、承諾、拒否、請求、案内もしくは連絡等の実

施、または問合せ対応のため 

(4) 本サービスまたはこれに関連する商品、設備、システム等に関するアンケート、市場調査の実施のた

め 

3  契約者および当社は、相手方から提供された個人情報を秘密として保持するものとします。 

4  当社が契約者より提供をうける個人情報は、第 9 条（管理責任者、連絡先担当者、請求先担当者）に定

める管理責任者、連絡先担当者または請求先担当者に係る個人情報のみであり、契約者による本サービス

の利用を通じてその他の個人情報の収集及び利用は行いません。 

5  前条（秘密情報の取り扱い）第 3項から第 7 項の規定は、個人情報について適用するものとします。 

6 当社および再委託先等の第三者は、本サービスの安定的な提供および稼働状況のモニタリング等、本サー

ビスの運営のために必要な場合、第三者の提供するサービス等を利用等することがあります。前各項の規

定にかかわらず、契約者および当社は、次の各号に掲げる対応をとるものとします。 

（1）当社および再委託先は、 本サービスの安定的な提供および稼働状況のモニタリング等、本サービスの

運営のために必要な場合、利用者の個人情報、利用状況に関する情報その他これらに附帯する情報の取扱

いについて、第三者にその取扱いを委託することおよび提供することがあります。これらの第三者には、

外国にある事業者が含まれる場合があります。契約者は、これらについて、あらかじめ利用者の同意を得

る等、当該個人情報を適正に取得したものであることを確約するものとします。 

（2）当社は、前号に基づき第三者に利用者等の個人情報の取扱いを委託等する場合、関連法令に基づき、個

人情報の取扱いに係る適切な管理および再委託先の監督を行います。 

 

 

 

第8章 損害賠償等 
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第36条（損害賠償の制限） 

契約者が本サービスの利用等に起因しまたは関連して当社の責めに帰すべき事由により損害を被った場

合、契約者は、当社に対して損害賠償を請求することができるものとします。ただし、第 11 条（本サービ

スの提供の一時的な中断）、第 12 条（本サービスの提供停止）、第 13 条（本サービスの廃止）または第 33

条（利用不能の料金の支払い）に該当する場合は除きます。 

2  前項に規定する損害賠償の額は、別紙 2 7.損害賠償の額に規定するとおりとします。  

3  第１項に規定する損害賠償の範囲は、直接かつ通常生ずべき損害のみとし、予見の有無を問わず、特別

損害、間接損害および逸失利益等に関しては免責されるものとします。 

4  損害が生じたときが、利用開始日の属する月の末日以前である場合、当社は前 2 項の規定にかかわらず

一切の賠償責任も負わないものとします。 

5  契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合に、契約者が第 32 条（本サ

ービス用設備の障害等）第 2 項に規定する対応措置を講じたときに限り、実施することができるものとし

ます。 

6  契約者の当社に対する損害賠償請求権は、本サービスの利用等に関して損害が生じたことを契約者が知

った日から起算して 3ヶ月を経過してもなお行使されない場合、消滅するものとします。 

7  前各項および当社と契約者の間の他の一切の定めにかかわらず、契約者が第40条（反社会的勢力の排除）

の規定に違反したことが判明した場合において、これを理由とした当社の行為（作為、不作為を問いませ

ん。）に起因しまたは関連して、契約者または第三者が不利益または損害を被った場合であっても、当社は

一切の責任を負わないものとします。 

8  本サービスに関連して生じた契約者または第三者の損害に関する当社の責任は、本条に規定するものに

限るものとします。 

 

 

 

第9章 雑則 
 

 

第37条（無保証） 

当社は、明示または黙示を問わず、本サービスおよび関連資料に関して、商品性、正確性、特定目的への

適合性、提供の状態、アクセスの可能性、利用の状態、継続的な利用、内容もしくは性質または得られる情

報等が契約者または利用者の希望を満たすこと、障害が生じないこと、障害が修正されること、得られる

情報等が正確であることについて、一切の保証責任を負わないものとします。 

 

 

第38条（免責） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原

因の如何を問わず一切の義務および責任を負担せず、次の各号に掲げる事由に起因しまたは関連して契約

者または第三者が不利益または損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 

(1) 契約者が本規約等の定めに違反した場合 

(2) 契約者が、当社が提供する各種マニュアルの記載事項に従わなかったことに起因して障害が生じた場

合 

(3) 契約者が、当社が別途契約者に対して説明または提示した、本サービスの操作手順、セキュリティ手

段または契約者等設備の条件等を遵守せず、障害が生じた場合 

(4) 利用者が誤操作をした場合 

(5) 契約者および利用者が第三者の知的財産権を侵害した場合 

(6) 契約者により設定等が実施された各種情報等に起因して損害が生じた場合 

(7) 契約者等設備と本サービスの間で生ずる特殊な不具合により、障害が生じた場合 

(8) 契約者から申告があったものの当社では再現することができない事象や障害による場合 

(9) 契約者等設備の障害、電気通信事業者の提供するサービス、および電気事業者の提供するサービスの

障害等、本サービス用設備以外に起因する障害の場合 

(10) 第 10 条（本サービスの利用の制限）、第 11 条（本サービスの提供の一時的な中断）または第 12 条（本
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サービスの提供停止）の規定により、本サービスの提供が中断または停止したことに起因して生じた

事由による場合 

(11) 第 15 条（当社からの利用契約の解除）の規定により、利用契約を解除したことに起因して生じた事由

による場合 

(12) 第 18 条（契約者作成情報の取り扱い）第 1 項に規定する契約者作成情報の管理または保存が不適切で

あることに起因して生じた事由による場合 

(13) 第 18 条（契約者作成情報の取り扱い）第 3 項の規定により、当社が契約者作成情報を消去したことに

起因して生じた事由による場合 

(14) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任または監督に関して当社に故意または重過失がない

場合 

(15) 本サービス用設備のうち、当社が製造に係らないハードウェア、ソフトウェアに起因する障害の場合、

善良な管理者の注意をもってしても防御し得ない、本サービス用設備への第三者による不正アクセス、

不正アタック、通信経路上での傍受または不正な改変による場合 

(16) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトに関して当該第三者からウィルスパ

ターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設

備への侵入に起因する場合 

(17) 第三者の不法行為または債務不履行の場合 

(18) 法令に基づく処分、裁判所の命令の場合 

(19) 天災地変（雷、地震、竜巻、台風、豪雨、洪水、爆発、を含むがこれらに限りません。）、戦争、クーデ

ター、テロリズム、内乱、反乱、騒乱、暴動、疾病、火災、政府の規制、裁判所の命令、ストライキそ

の他の労働争議、輸送機関の事故、交通事故等の不可抗力 

(20) 前各号のほか当社の責めに帰さない事由による場合 

 

 

第39条（知的財産権） 

本サービスに関する知的財産権その他の権利は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属するもの

とします。 

2  契約者は、本規約等において明示的に定める権利を除き、利用契約の締結により、本サービスに関する

知的財産権その他の権利を取得するものではないことを承諾します。 

 

 

第40条（反社会的勢力の排除） 

契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当

しないことを確約するものとします。 

(1) 自己または自己の役員（取締役、執行役または監査役）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第 2 条第 2号）、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第

6 号）、暴力団員でなくなったときから 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準じる者、または暴

力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下これらを「暴力団員等」といいます。）であるこ

と  

(2) 自己の行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 

(3) 自己の行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を

利用し、または暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。 

(4) 自己が暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱う等の関与をして

いると認められること 

(5) 利用契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること 

2  契約者は、自己または第三者をして、次の各号に掲げるいずれの行為も将来にわたって行わないことを確

約するものとします。 

(1) 当社に対する暴力的な要求行為 

(2) 当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 当社に対する脅迫的言辞または暴力的行為 

(4) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損または当社の業務を妨害する行

為 
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(5) 前各号に準じる行為 

 

 

第41条（契約者の地位の承継） 

契約者は、合併または会社分割により、利用契約に係る自らの契約上の地位（利用契約に係る債権およ

び債務を含みます。）を承継する場合（以下、契約者から当該承継を受ける者を「承継人」といいます。）、

承継人に対し、契約者から当該契約上の地位の承継を受ける旨を記載した書面その他の当社が必要とする

書面を、当社へ速やかに提出させるものとします。 

2 当社は、前項により承継に係る申込を承諾した場合、契約者が本サービス用設備に格納した情報を削除す

る等の対応を行うことなく本サービスを提供します。承継人に提示してはならない情報等については契約

者の責任で削除を行うものとします。 

3 契約者は、合併または会社分割に伴い本サービスの一部の利用を終了する場合、当該合併または会社分割

を行う前に、当該一部について変更手続きを完了するものとします。 

 

 

第42条（権利義務譲渡等の禁止） 

契約者は、本規約等により生ずる権利または義務を、前条（契約者の地位の承継）に定める場合を除き、

第三者に譲渡したり、貸与したり、承継させたり、または担保に供したり（以下「譲渡等」といいます。）

してはならないものとします。なお、当社は、本規約等により生ずる権利（契約者から利用料金等、遅延利

息の支払を受ける権利を含みますが、これに限りません。）または義務を第三者に譲渡等する権利を有する

ものとします。 

 

 

第43条（存続条項） 

その理由の如何を問わず利用契約が終了した場合であっても、契約者の当社に対する各種利用料金支払

いに関する各規定、当社の免責に関する規定、当社または契約者の損害賠償その他金銭の支払いに関する

規定、第 35 条（個人情報等の取り扱い）、第 36 条（損害賠償の制限）、第 37 条（無保証）、第 39 条（知的

財産権）、第 42 条（権利義務譲渡等の禁止）、第 45 条（合意管轄）、第 46 条（準拠法）、および第 47 条（協

議等）の規定はなお有効に存続するものとします。 

 

 

第44条（見出し） 

本規約の各条文の見出しは、全く便宜のために記載されたものであり、本規約の解釈に使用されないも

のとします。 

 

 

第45条（合意管轄） 

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって合意によ

る第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

 

第46条（準拠法） 

利用契約の成立、効力、履行および本規約等の解釈に関する準拠法は、日本法とします。 

 

 

第47条（協議等） 

契約者および当社は、本規約等に定めのない事項および本規約等に定める事項に関して疑義が生じた場

合、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。 

2  本規約等のいずれかの部分が無効または違法となった場合であっても、当該無効または違法となった部

分に関しては、いかなる意味でも本規約等に定める他の条項に影響せず、有効性を損なわず、および無効

にしないものとし、本規約等の他の条項は全面的に有効とするものとします。 
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以上 

 

初版：2022 年 7 月 1 日 
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別紙 1 

本サービスの内容 
 

 

 

1.本サービスの名称：「シャナインサービス」 

 

 

2.提供内容 

本サービスでは、サービスグループごとに以下のサービスメニューを提供します。 

 

(1) サービスグループΙ 

■シャナイン DOCS 

  ・基本 

 ・オプション O 

 ・オプション S 

  

※オプションは、基本のお申込がある場合にのみ選択できます。 

※サービスメニューの詳細な内容、機能については、関連資料を参照されるか、または営業担当へお

問合せください。 

 

 

3.提供時間 

24 時間 365 日 

 

 

4.サポートサービス 

 

(1) サポートサービスの概要 

本サービスの付帯業務として、以下のサポートサービスを提供します。なお、これらのサービスは、当

社の判断において適宜行うものであり、契約者の希望する内容および期間において提供すること、およ

び契約者に生じた問題を解決することを保証するものではありません。 

 

① 本サービスに関する情報提供 

 本サービスに関する当社からのお知らせや関連資料の提供をメール、その他当社所定の方法により

提供します。 

②本サービスの更新版の提供 

本サービスの機能向上および障害の修正によるバージョンアップおよびリビジョンアップ版を当社

所定の方法により提供します。 

③連絡先担当者からのメールによる問合せ 

 本サービスに関する技術的な問合せをメールで受付します。 

 ただし、契約者の業務内容等についての問合せは含みません。 

 受付時間：営業日の午前 9時 30 分から午後 5時 30 分まで 

※問合せ内容により、回答にお時間を要する場合があります。 

④連絡先担当者からの電話による障害問合せ 

本サービスに関して発生した障害について、電話により問合せの受付をします。 

ただし、契約者の業務内容および本サービスに関する技術的な問合せ等は含みません。 

 受付時間：24 時間 365 日 

⑤本サービス用設備の障害の是正 

 本サービス用設備に関する障害の原因調査および解析を行い、判明したものの是正を行います。 
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(2) サポートサービスの対象外 

以下に定めるものについてはサポートサービスの対象外とします。 

① 契約者等設備の障害および本サービス用設備までのインターネットまたは当社の指定する電気通信

回線設備等の接続環境の障害 

② 当社の指定する方法以外の操作等に起因する障害 

③ 利用者の故意または過失に起因する障害 

④ 本サービスを本来の適用業務以外に使用したことに起因する障害 

⑤ 本規約第 38 条（免責）第 1 項各号に定める障害、不具合、事象等 

⑥ 前各号の他、（1）サポートサービスの概要に定めがないもの 

 

 

5.契約者等設備の推奨仕様 

契約者は、当社が指定する最新の推奨仕様を充たす契約者等設備を設定・維持するものとします。 

 

(1) 動作確認 OS、ブラウザおよびその他諸条件については、当社が別途提示するサービス仕様をご確 

認ください。 

 

(2) 回線、ネットワーク 

・当社が別途指定する電気通信回線設備 

    ・インターネット回線 

  

 

※ 「シャナイン(Shanaing)」、「シャナイン」ロゴ、は、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社の登録商標で

す。その他、本サービスにかかわる書面に記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商

標です。 

 

 

 

以上 
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別紙 2 

支払単位 
 

1. 支払単位 

支払単位は、当社に、毎月、利用料金等を支払う月額払いとなります。 

 

2. 契約期間 

利用契約の契約期間は、次のとおりとします。 

 

① 利用契約の契約期間は、利用契約が成立した日から、③に定める最短利用期間の満了日までとします。

なお、契約期間満了日の 10 営業日前までに、当社所定の方法により契約者から別段の意思表示がない

とき、利用契約は当該満了日の翌日からさらに 1 ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後もまた同

様とします。 

② 契約期間のうち、利用開始日から利用開始日の属する月の末日までの期間を無料期間とします。契約

者は、無料期間において、利用料金の支払義務を負わないものとします。 

③ 契約期間のうち、無料期間満了日の翌日から6ヶ月間をサービスグループΙの最短利用期間とします。

最短利用期間とは、本サービスの利用継続を義務づける期間です。 

 

 

3. 利用料金等の算定および請求 

利用料金等の算定および請求は、次のとおりとします。 

 

① 利用料金は、無料期間満了日の翌日から適用し、暦月単位に算定します。 

② 当社は、毎月、料金表に基づき算定した利用料金等を、翌月 10 営業日までに第 22 条（利用料金等の

支払方法）に定める方法に応じて契約者へ請求するものとします。なお、新規申込および変更申込に

対し、初期費用が発生する場合、新規申込および変更申込後、最初に請求する利用料金に初期費用を

加算するものとします。 

 

 

 

4. 追加、変更または削除したサービスメニューの利用料金 

変更申込によりサービスメニューを追加、変更または削除した場合の利用料金は、次のとおり取り扱うも

のとします。 

 

① 追加されたサービスメニューの利用料金は、変更日が属する月の翌月 1 日から適用されます。 

② 変更されたサービスメニューの利用料金は、変更日が属する月の翌月 1 日から適用されます。また、

変更前のサービスメニューの利用料金について、契約者は、変更日が属する月の末日までの当該利用

料金等について支払義務を負うものとします。 

③ 削除されたサービスメニューの利用料金について、契約者は、変更日が属する月の末日までの当該利

用料金等について支払義務を負うものとします。なお、変更日が月の途中であっても日割等は行いま

せん。 

 

 

 

5. 解約または解除時の扱い 

第 13 条（本サービスの廃止）、第 14 条（契約者からの利用契約の解約）または、第 15 条（当社からの

利用契約の解除）により利用契約が解約または解除になった場合、次のとおり取り扱うものとします。 

 

① 第 13 条（本サービスの廃止）の規定により、利用契約が解約された場合、契約者は、解約日の属す

る月の末日までの利用料金等について支払義務を負うものとします。なお、解約日が月の途中であっ

ても日割等は行いません。 
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② 第 14 条（契約者からの利用契約の解約）の規定により、利用契約を解約する場合、契約者は、解約

日の属する月の末日までの利用料金等について支払義務を負うものとします。なお、解約日が月の途

中であっても日割等は行いません。 

③ 第 15 条（当社からの利用契約の解除）の規定により、利用契約が解除された場合、利用契約におけ

る一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、当社に対して、直ちに一括して支払うものと

します。なお、契約者は、解約日の属する月の末日までの利用料金等について支払義務を負うものと

し、解約日が月の途中であっても日割等は行いません。 

④ ①から③の定めに関わらず、無料期間中に利用契約が終了した場合、契約者は、最短利用期間に相当

する利用料金等を直ちに一括して当社に支払うものとします。 

⑤ ①から③の定めに関わらず、最短利用期間中に利用契約が終了した場合、契約者は、解約日から最短

利用期間の満了日までの残余の期間に対応する利用料金等を直ちに一括して当社に支払うものとしま

す。 

 

 

 

6. 損害賠償の額 

第 36 条（損害賠償の制限）第 1 項に規定する損害賠償の額は、債務不履行、不当利得、不法行為その

他請求原因の如何にかかわらず、当該損害を惹起することとなった事象が生じた最初の日の属する月に対

応する 1ヶ月分の利用料金を上限とし、損害賠償の累計総額は、利用契約に基づき契約者が当社に支払っ

た額を上限とします。 

 

 

以上 

 

 


